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今年度最初の面接会！「若者応援企業」も多数参加！ 

～ふくしま大卒等合同就職面接会の開催について～ 
 
 福島労働局と福島・郡山新卒応援ハローワークは、福島県と合同で、平成２６年３月新規
大学等卒業予定者（卒業後３年以内の方を含む）を対象に、県内企業への就職の促進と県内
企業の人材確保を図ることを目的とした合同就職面接会を開催します。 
なお、ハローワーク等による職業相談も併せて実施します。 

 
 
 
 

１ 日   時   平成２５年７月１３日（土）  

合同就職面接会  １３：００～１６：００ 

 
２ 場   所   ビッグパレットふくしま Ｃホール 

            郡山市南２丁目５２番地 
    

３ 参  加  者   平成２６年３月大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修 
          学校等の新規卒業予定者 
          平成２３年３月以降大学院、大学、短期大学、高等専門学校、 

専修学校等の未就職卒業者 
 

４ 参加企業等   参加企業数  １００社 
（うち「若者応援企業」４１社） 

            ※参加企業一覧は福島労働局ホームページに掲載しています。 
             http://fukushima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp 
 

５ 主   催   福島労働局、福島・郡山新卒応援ハローワーク、福島県 
 

６ 共   催   県内各ハローワーク、福島県中小企業団体中央会 
 

７ 後   援   福島県商工会議所連合会 
就職“HONKI”セミナー実行員会 

          アカデミア・コンソーシアムふくしま 



若者の採用・育成に積極

｢若者応援企業

厚生労働省・都道府県

（事業主の方へ）

次の１から７の基準(宣言基準)をすべて満たす中小

１ 学卒求人など、若者対象のいわゆる正社員求人（※２

２ 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること

３
右の就職関連
情報を開示し
ていること

・ 社内教育、キャリアアップ制度
・ 過去３年度分の新卒者の採用実
・ 過去３年度分の新卒者以外の正
・ 前年度の有給休暇および育児休
・ 前年度の所定外労働時間（月平

４ 労働関係法令違反を行っていないこと

５ 事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていない

６ 新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと

７ 助成金の不支給措置を受けていないこと

（※２）正社員とは、雇用期間の定めがなく、所定労働時間が通常の労働
派遣求人（特定労働者派遣求人は除く）や請負求人は、本事業の趣

1 若者の職場定着が
期待できます

ハローワークに
情報・採用情報
内容がイメージ
用後の職場定着

2 御社の魅力をアピール
できます

都道府県労働局
を公表しますの

3 就職面接会などへの
参加機会が増えます

就職面接会など
者と接する機会

4 ｢若者応援企業｣を名乗る
ことができます

「若者応援企業
ことを対外的に

（※1）ただし、使用期間は求人の提出日から原則、その事業年度末まで
改めて求人を提出し、宣言基準の確認を受けてください。

一定の労務管理体制

積極的に若者（３５歳未満）を採用・育成

詳細な企業情報・採用情報を公開

どんな企業が 「若者応援企業宣言

一定の労務管理の体制が整備されており、

満）の採用・育成に積極的であり、通常の求人

極的に公表する中小・中堅企業を「若者応援

す。

「若者応援企業宣言」 事業とは・

「若者応援企業宣言」 をすると、ど

極的な中小・中堅企業の皆さま

業宣言｣をしませんか？

県労働局・ハローワーク

小・中堅企業であれば、宣言できます。

）をハローワークに提出すること

と

度等
実績及び定着状況
正規雇用労働者（35歳未満）の採用実績と定着状況
休業の実績
平均）の実績

いこと

働者と同程度の社員をいいます。
趣旨・目的に沿わないため対象外となります。

に提出される通常の求人情報に比べて、より詳細な企業
報を公表できますので、御社の職場環境・雰囲気・業務
ジしやすくなり、より適した人材の応募が見込まれ、採
着が期待できます。

局のホームページで、就職関連情報も含めたＰＲシート
ので、御社の魅力を広くアピールできます。

どの開催について積極的にご案内しますので、若年求職
会が増え、より適した人材の採用が期待できます。

業」の名称を使用し、若者の育成・採用に積極的である
にアピールすることができます。（※１）

でです。継続して「若者応援企業」の名称を使用する場合は、

若者応援
企業宣言

ハローワークが
積極的に

御社をＰＲ !!

言」 できるの？

、若者のための求人を提出し、若者（35歳未

人情報よりも詳細な企業情報・採用情報を積

援企業」として、積極的にＰＲ等を行う事業で

・・・

ＬＬ２５０３０１派若０１

どんなメリットがあるの？
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事業所ＰＲシート （記載例）

「若者応援企業宣言」までの流れ

詳しくは、都道府県労働

厚生労働省・都道府

事業所番号 １２３４ー５６７８９０－２

事業所名
（ﾌﾘｶﾞﾅ） まるまるこうぎょう

（㈱）○ ○ 工 業

所 在 地 □□県△△市○○町 １－２－３

①社内教育・キャリアアッ
プ制度等

当社独自の技能検定を実施

②新卒者の採用実績及び定
着状況

採用人数

うち在籍人数

③新卒者以外の正規雇用労
働者（35歳未満）の採用
実績及び定着状況

採用人数

うち在籍人数

④有給休暇の取得実績 （

⑤育児休業の取得実績
（男性）
（男性：育児
（女性：育児

⑥所定外労働時間(月平均)

⑦社長や先輩社員からの
メッセージ

当社には若い人も多く、活気がありま
社内はコミュニケーションが活発です
実務経験がなくても当社の業務内容
を持って当社にお越しください。社員

⑧求める人材・選考基準 製造業に関心があり、フットワークが

⑨福利厚生制度 新婚旅行休暇（１週間）

⑩職場の風景 （

⑪インターンシップの受入
れの可否

（

・受入可能時期 ：８月から９月中
・受入人数 ：２人
・実施できる内容 ：製造ラインの

⑫職場見学・職場体験の受
入れの可否

（

・受入可能時期 ：８月から９月中
・受入人数 ：２人
・実施できる内容 ：製造ラインの

⑬出張講話の可否 （

⑭その他 製造に興味のある方は職場見学でも

ハローワークに
学卒求人・一般求人を提出

※期間の定めがなく、所定労働
時間が通常の労働者と同程度の
いわゆる正社員求人の提出が必
要です。

事業目的に賛同
就職関連情報を
ること

労働関係法令違
いないこと

※宣言書などによっ
を確認させていただき

① 求人提出 ② 「宣言基準

この

※ 「インターンシップ」や「職場見学・職場体験」
後日、ハローワーク等からご相談の連絡をさせて

働局、ハローワークへお問い合わせください。

府県労働局・ハローワーク

業

２４年度 ２３年度 ２２年度

２ ２ １

２ １ １

２４年度 ２３年度 ２２年度

２ １ １

２ １ ０

10 日／年
（有休休暇取得総日数／正社員数）

50 ％ / （女性） 100 ％
児休業取得者数／配偶者が出産した者の総数）
児休業取得者数／出産した者の総数）

２０ 時間

ます。
すので、すぐに溶け込むことができると思います。
容に興味をもっていただいた方は、ぜひ、ハローワークからの紹介状
員一同お待ちしております！！

が軽く、チームワークを重んじる人

有 ・ 無 ）

可 ・ 否 ）

中で５日間

の軽作業・補助

可 ・ 否 ）

中

の見学、軽作業・補助

可 ・ 否 ）

も結構ですので、ぜひお越しください。

していること
を開示してい

違反を行って

ほか

て「宣言基準」
きます。

「若者応援企業」求人
として公開

都道府県労働局のホームページ
に「若者応援宣言企業」として企
業名や就職関連情報を掲載します。

宣言された日から原則、その事
業年度末まで「若者応援企業」の
名称を使用できます。

準」の確認 ③若者応援企業宣言

のような情報が都道府県労働局のホームページに掲載されます。

」の受入れを可能とＰＲいただいた事業所には、
ていただく可能性があります。
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